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日本型直接支払 令和 4 年度 改正のポイント 
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①活動内容の拡充 

資源向上支払交付金・多面的機能の増進を図る活動 

（改正前）「60 広報活動」→（改正後）「60 広報活動・農的関係人口の拡充」 

地域外から共同活動に参加する者の呼び込み活動も対象とすることで、地域資源の

管理を広域的に担う体制整備を推進します。 

②各様式の変更 

各様式に様式作成者や提出先が一目で分かるように明記されました。 
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①制度の拡充 

棚田地域振興活動加算を受ける農地のうち超急傾斜農地を対象に、「超急傾斜地棚田

加算」が新設されました。加算額は 14,000 円／10a（田：1/10 以上、畑：20 度以

上）が交付されます。 

②対象地域の拡大 

令和 2 年度国勢調査の結果を受けて、過疎地域に異動があったことから、以下の地域

の対象地域が拡大されます。 

【下関市 旧豊浦町】 

（改正前）通常地域（9 法内）と特認地域（8 法外隣接集落）が混在 

（改正後）通常地域（旧豊浦町全域）、特認地域（旧豊浦町隣接集落）が対象 
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①事業実施要件の改正 

実施要件の一つである「国際水準 GAP の実施」が「みどりのチェックシートに定め

られた取り組みの実施」に変更されました。 

「みどりのチェックシートに定められた取り組みの実施」は以下の(1)及び(2)です。

（1）農林水産省のオンライン研修又は県の GAP 指導体制に位置づけられた 

指導者による指導・研修の受講 

（2）「みどりのチェックシートの取組」の該当項目の実施 

②制度の拡充 

「有機農業の取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）」が新設され

ました。令和 4 年度から新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対し

て、指導・助言・相談対応の活動に取組む場合に限り、新規取組面積 4,000 円／10a

が交付されます。 

※詳細については、山口県各担当課にお問合せ下さい。 

〇多面的機能支払・中山間地域等直接支払⇒山口県農林水産部農村整備課計画調整班 

〇環境保全型農業直接支払       ⇒山口県農林水産部農業振興課農業技術班  
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活動中の安全管理 
 

多面的機能支払交付金の共同活動中に起きた事

故は増加傾向にあります。被災状況を見ると令和

3 年度は転落・転倒による被災、次いで草刈機等

への接触による被災が多く、被災原因の過半数は

2 つのうちのどちらかとなっています。農林水産

省 HP に「共同活動の安全のしおり」が公開され

ていますので、活動組織の総会等で構成員へ配布

するなどして、活動が安全・安心に実施できるよ

う構成員に周知をお願いします。 

 

 

編集・発行：〒753-0079 山口市糸米 2-13-35  （県土連ビル 4Ｆ 会員支援課内） 
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～開催のお知らせ～ 

令和 4 年度 農村環境の未来を考える研修会（vol.14） 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和 2 年度・

令和 3 年度の 2 年間、開催中止となりましたが、令和 4

年度は下記により開催する計画としていますのでお知らせ

します。 

日時：令和 4 年 11 月 29 日（火）13 時～16 時 

場所：KDDI 維新ホール メインホール 

（山口市小郡令和 1 丁目 1 番 1 号） 
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